
一般社団法人 千代田区スポーツ協会 

役員報酬及び費用弁償に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人千代田区スポーツ協会（以下「本会」という。）の定款

第２９条及び定款施行規則第３２条の規定に基づき、理事及び監事（以下「役員」

という。）の報酬及び費用弁償等について定め、「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律」に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。 

 

（役員の報酬） 

第２条 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員（月１５日以上勤務する者をいう。）に対

しては報酬を支給することができる。ただし、常勤役員のうち協会事務局職員を兼

務する役員については、本会給与規定（仮）に基づき、給与及び諸手当を支給する

こととし報酬を支給しない。 

なお、行政及び他団体より支給される報酬については、その定めに応じて支給する

ことができる。 

 

（旅費の支給） 

第３条 役員等が出張した場合には、「一般社団法人千代田区スポーツ協会役員等旅費規程」

に基づき費用を弁償する。 

 

（報酬額の承認） 

第４条 本規程に定める役員等の報酬等の総額は、定款に定めのあるものを除き、社員総会

において承認を得るものとする。 

 

（公表） 

第５条 本会は、本規程をもって、報酬等の支給基準として公表するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第６条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。なお、この規程を改廃した場合には、

社員総会において報告を行うものとする。 

 

（その他） 

第７条 本規程で処理できない場合には、会長及び業務執行理事とで協議し、常務理事会に

おいて承認を得て処理するものとする。なお、この場合においては、理事会に報告

を行うものとする。 


